
京都市職員の育児休業等に関する規則の一部を改正する規則を公布する。 

平成３１年３月２９日 

京都市長  門 川 大 作 

京都市規則第   号 

   京都市職員の育児休業等に関する規則の一部を改正する規則 

京都市職員の育児休業等に関する規則の一部を次のように改正する。 

 第１２条を第１６条とし，第１１条を第１５条とし，第１０条を第１４条とし，第９条

を第１０条とし，同条の次に次の３条を加える。 

（部分休業を請求することができない職員） 

第１１条 条例第１２条に規定する別に定める職員は，次に掲げる職員とする。 

 ⑴ ３０日の範囲内で任期が定められた会計年度任用職員等（地方公務員法第２２条の

２第１項に規定する会計年度任用職員（以下「会計年度任用職員」という。）及び臨

時的に任用される職員をいう。以下同じ。） 

 ⑵ 定められた１週平均の正規の勤務日数が１日に満たない会計年度任用職員等 

 ⑶ １日の正規の勤務時間数が６時間に満たない会計年度任用職員等 

（部分休業の承認） 

第１２条 条例第１２条の２第２項に規定する別に定める職員は，１日の正規の勤務時間

数が７時間４５分に満たない会計年度任用職員等とする。 

２ 条例第１２条の２第２項の規定により読み替えて適用される同条第１項に規定する別

に定める休暇は，別に定める。 

（部分休業をした場合における給与の減額） 

第１３条 条例第１３条第２項の規定により読み替えて適用される同条第１項に規定す

る別に定める勤務１時間当たりの給与額は，次の各号に掲げる区分に応じ，当該各号に

掲げる額とする。 

 ⑴ 会計年度任用職員 京都市会計年度任用職員の給与その他の給付に関する条例第１

４条に規定する勤務１時間当たりの給与額 

 ⑵ 臨時的に任用される職員 別に定める額 

第８条第２号中「非常勤職員」を「期末手当不支給職員」に改め，同条第４号中「又は」

を「若しくは」に改め，「第２８条の２」の右に「，労働者災害補償保険法第１２条の８第

３項若しくは第２３条，京都市非常勤職員公務災害等補償条例第８条若しくは第８条の２，

１５０



京都市労働者災害補償保険法の適用を受ける非常勤職員公務災害等補償規則第３条又は京

都市労働者災害補償保険法の適用を受ける消防局非常勤職員公務災害等補償規則第３条」

を加え，「同条例」を「京都市職員の分限に関する条例」に改め，同条を第９条とし，第７

条の次に次の１条を加える。 

（育児休業をしている職員のうち期末手当を支給しない者） 

第８条 条例第９条第１項に規定する別に定める者は，京都市会計年度任用職員の給与そ

の他の給付に関する条例施行規則第１２条に掲げる者（以下「期末手当不支給職員」と

いう。）とする。 

   附 則 

この規則は，平成３２年４月１日から施行する。 

（行財政局人事部給与課） 


